
障害児を持つ家族のストレスについて

障害別比較を通して

橋　本　厚　生

I　はじめに

本抽はすでに発表した研踏細たなデータを加え÷

なされたものであるが，これら三論文は，障害児一障害

児の家族一障害児の教育・リハビリテーションの相互関

係の研究の一部をなしている。障害児の出生（もしくは

障害の発生）がその家族に影響を及ぼし，影響を受けた

家族はまた障害児と障害児の教育・リハビリテーション

に影響を及ぼす，という仮説の検証のための基本的研究

として，主に以下のような目的を持っている。

　1．障害児を持つことが，その障害児を一メンバーと

している家族（以下，障害児家族）に与える影響につい

ての分析。この影響の結果は最も一般的な用語としてス

トレスと呼ぷが，これは．a・ストレスの大きさ　b・

ストレスの内容　・．．ストレスの時問的変化等に関して’

検討される。

　2．1は，家族の属性，障害の性質・程度等の相違と

比較検討される。

　3．障害児家族へのソーシャル・ケースワークの介入

についての一考察。これは，危機理論に関連して考察さ

れる。

皿　方　法

　1．対象

　肢体不自由児養護学校，精神薄弱児養護学校，盲学校

及び聾学校の各々に在学する小学部1，2年生の家族を

対象としている。その内訳はTab1e1の通りである。

　2．評価方法

　ストレスの大きさを測定する質問項目20と家族属性の

判定に使用する質問項目13から成るアンケートが主に母

親により回答された。各質問項目は，障害児の出生から

小学部入学頃までの6時期について，遡及的に回答して

もらった。ストレスを測る項目の選択肢は，一部を除い

て全て一3点（最もストレスが大きい）から0点（スト

レスがない）のウェートが置かれた（アンケート用紙に
ついては前述の研坐茎参照されたし）。　これらの項目は，

因子分析によりカテゴライズされ，各因子ごとに平均値

を求め，この平均値をストレスの大きさの得点とした
　　　　　　　　　　（2）（詳しくは，前述の研究を参庸されたし）。　この各因子

はFig．2に示されている8個のストレスの種類の名前

が付けられている。

　家族属性はTab1e2もしくはTab1e3に示されてい・

るように，8個の属性に分けられてい乱

皿　結果と考察

　Fig．1は，8個の因子得点の合計による1家族当りの

ストレスの大きさ及び時期的変化を示しているが，肢体

不自由児をメンバーとして持つ家族（以下肢体不自由児

家族）と精神薄弱児をメンバーとして持つ家族（以下，

精神薄弱児家族）がそのストレスの大きさと時問的推移

傾向について類似し，聾児をメンバーとして持つ家族

（以下，聾児家族）と盲児をメンバーとして持つ家族

（以下，盲児家族）が同じ二つの点で類似している。し

かし，両者の組は，ストレスの回復レベルについては，

ストレスの出発点のレベル程大きく相違していない。盲

及び聾児家族には，肢体不自由及び精神薄弱児家族に比

べて，子供の障害が重度である場合が多く（前者の組は

各々70％と68％，後者の組は共に52％），これが両者の組

の出発点のストレスの差を出していると思われる。

　Fig1はきわめて一般的な傾向しか表わしていない。

以下にさらに検討をすすめる。

1、各因子別の検討

　Fig，2は，Fig．1のストレスの大きさ及び時問的推移

傾向に各因子がどのように寄与しているかを示している。

4障害児家族は，かなり類似した傾向を示している。し

かし，肢体不自由児と精神薄弱児の家族は相互にさらに

類似した傾向を示し，また盲児と聾児の家族が相互にさ

らに類似した傾向を示している・

（a）の家族外部相互行為ストレス（C）　（障害児が原

因での転職や引越しを指す）と（b）の家族内部相互行

為ストレス（B）　（家族メンバーの結束程度を指す）は

4障害児家族に共通して小さく，また変化しない。
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Tab1e1　対象家族の内訳

肢体不自由児家族 精神薄弱児家族 旨　児　家　族 聾 児 家 族
一

養護学校 家族数 養護学校 家族数 盲　学　校　　家族数 聾　学 校 家族数

東京都 A 16 東京都 A 3 東京都　A 8 東京都 A 22

B 17 B 7 B 3 茨城県 B 1

C 13 C 7 茨城県　C 1 C 5

D 16 茨城県 P 18 神奈川県D 8 干葉県 D 9

E 11 E 15 E 3 栃木県 E 8

茨城県 F 7 干葉県 F 12 新潟県 F 3 埼玉県 F 10

G 5 G 2 G 2 新潟県 G 3
H、 17 山梨県 H 6 H 5
工 7 群馬県 I 1 福島県 I 4

長野県 J 5
静岡県 K 2

L 2

福島県　M 4

栃木県　N 2

福井県　O 3
計 85 計 88 計 53 計 67
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　　　　　　　　Fig．1　8因子合計による1家族当りストレスの大きさの時間的推移

（h）の心理的ストレスは4障害児家族に共通・して大き　　　このストレスは，Fig’1の傾向に最も寄与している。

く時間の経過とともに急速に小さくなっていく。また，　　　恥や偏見によるストレスを表わしている。（f）の家族

一26一



一1．7

－1．8

－1．9

－2．O

－2．1

－2．2

－2．3

－24

肢体不自由児家族（N＝85〕 精神薄弱児家族（N自88） 盲児家族（N自53〕 聾児家族（N里67）

1日1 lb al
lal

；b 1目1 帖1

lbl

lol
lEl

lol lol

帖
lel

ω ㈲　　　　’一ノ lol

n le〕

ω　　　　　　。　19〕　　一ノ

　’1ψ

ll
’

’19〕

’
’

’ 、。　　ぱ
／

1刷 ／
旧1

！

lh■
19〕

■
ノ

ω
帖〕

／
／

／
ノ

／ ω
ノ

！
！

！

1書争入診　　1書4入　　ヨ　5　　　断　　　　　　3　；

年年年学時　　年年年学
3　I　署　壬　入
ケ　　　　　3　　5
月　　年　　年　　年　　学

診　　　1　彗　｛　入
断　　　　　　　3　5
時　　　　　年　　年　　年　　学

1日』家族外部相互行為

　ストレスO

帖j家族内部相互行為

　ストレスlBi

io〕総合的ストレヌ

旧1経済的ストレス

ω　家族匁部相互行為

　ストレス㈹

lf1家族外部相互行為

　ストレス旧1

1g1家族内部相互行為

　ストレ刻刈

1h1心理的ストレス

断

時

断

時

Fig．2 8因子別による1家族当りストレスの大きさの時間的推移

外部相互行為ストレスが聾児家族に初期に大きいことが

特徴的であ乱対人関係を考えた場合，他人の目につき

やすい他の3障害の家族にむしろこのストレスは大きい

と考えられるが，結果は予想に反していた・

2．家族属性との関係

　Fig．3からFig・9は，家族の属性によって分類され

た各グループ間の8因子合計ストレスの相違を示したも

ので，Tab1e2はこれらの相違についてのt検定の結

果を示している。検定は，一見して有意差のないグルー

プ間や時期については省略した。

　免疫性については，肢体不自由児及び精神薄弱児の家

族において相違があるが，統計上の有意差はない。免疫

性とストレス状況の解決についてはよく言われるところ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　　　　（4）
である。例えば，Doma　C．Agui1era等，Hin，R，
　　　　　　（5）
Jetse　Spreyなども指摘してい孔しかし，本研究

（過去の重大な問題の解決の有無，障害もしくは障害児

・者についての予備知識の有無で判定）ではこの点につ

いて明確な結果は現われなかった。同じように，核家族

と大家族による相違も，一般に言われる大家族のメリッ

トを反映しておらず，統計的に有意な程ではない。これ

と同じく家族構成の相違を想定した兄弟のいる家族と1

人子の家族の間では，聾児家族において後半に有意差を

示している。他の3障害児家族では，聾児家族とは逆に

兄弟のいる家族の方のストレスの回復レベルが高くなっ

ている。これらの理由は明らかではないが，回答用紙に，

”兄弟が大きくなるにつれ，障害児の世話は兄弟

がしてくれるようになり楽になった”と書いている母

親があったが，これが一般的なことであれば，聾児家族

のこの傾向はどう説明されるべきなのか。

　Fig．6及びFig．8は，障害の種類により顕著な相違

を見せている。Fig．6の両親の年令（Iは含O才以下，皿

は34．5才以上）について，精神薄弱児及び聾児の家族は

．05の水準で有意差を示す時期があるのに対して，肢体

不自由児及び盲児の家族は全く差を示さない。両親年令

が他の家族属性と重複して，それがこうした結果を出し

ていることが考えられるが，検討してみた結果その心配

はなかった・つまり，聾児家族については，Fig・4と

Fig．7における大きな相違（兄弟一1人子と経済的地位

の上・中下）との重複の検討の結果．各変数は独立して

いた（兄弟・1人子とでは岩＝0．39，経済的地位とでは
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ヂ＝O．02）。精神薄弱児家族については，Fig．9に示さ

れている大きな相違（社会的地位の下と上中）との重複

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2の検討の結果，両変数は独立していた（X：3．05）。

Fig．8に示された障害の種類による相違も対称的であ

る。精神薄弱児及び聾児の家族では，障害の程度1どよる

日常の生活における困難さには相違がないと推測される。

これは，養護学校や聾学校に通う障害児に最重度や最軽

度の児童が少ないことで説明される・しかし，同じく学

校に通う肢体不自由児と盲児に関しては，介助を考えれ

ぱその障害の性質から，障害の相違は明らかに家族のス

トレスの大きさの相違を示す・他の変数との重複による

検討については，肢体不自由児家族の杜会的地位におけ

　　　　　　　　　　　　　　　2る相違からの影響はなかった’（X＝1．16）。盲児家族に

ついての検討は，ドが少なくて行われなかっ本が，盲児

家族に関しての家族属性による，ストレスの大きさにお

ける明白な相違がこの障害の程度についてだけ認められ

ることから，Fig．8のこの結果は信頼できると思われ乱

　Fig・7とFig・9は，合わせて考察する。経済的地位と

社会的地位のランクづけには共通の判定材料（生活水準）

をひとつの基準として使用している。この2つの変数の

重複は意図的に計画されれ結果として，4障害は両変

数にほぼ同じ傾向を示している。また，複数の時期にス

トレスの大きさの相違を示す。経済的地位に社会的地位

の基準（例えば，学歴水準）を入れると，肢体不自由児

家族はそのストレスの大きさの相違を，前半に大きくし，

後半に小さくする。精神薄弱児家族は6時期を通してそ

の相違を大きくし，盲児家族はその相違を無くしてしま

い，聾児家族はその相違を中頃の時期に無くしてしまう。

また盲児家族を除けぱ，共通して前半のストレスの大き

さが大きくなる。社会的地位には，家族の価値観，メン

バーのパーソナリティ，その他文化的諸背景からの影響

を想定してよい。

　なお，家族の属性に親族からの援助（精神的，金銭的）

を入れるべきであったが，それに関してのデータは今回

は手に入れてなかった。

3．時間的推移パターン

　Fig・1に示されたパターンは各障害の全家族の平均の

結果によるパターンであったが，家族個々のストレスの

時問的推移パターンを，合計293のケースについて作成

し，検討しれTab1e．3は，293個のパターンを6グル

ープに分類し，各家族属性との関係の結果を示している。

全体的におおまかに言えば，各障害児家族は，6個のグ

ループにほぽ同率の相違で分布している。パターンIに

最も多く属し，中頃から上昇するパターンnと合わせ，

つまり，遅くとも中頃から上昇するパターン（以下，ポ

ジティブなパターン）がおよそ半数を占める。次に多い

分類は，その他の分類で一定のパターンは認められない。

この分類に属する家族については今回は分析，考察され

ないが，障害児家族について一般的に言われる心理的な

ディレンマやアンビバレンスが認められるかもしれない。

残りの家族がパターン1，パター・ン皿及びパターン1Vに

分布している。下降するパターンlVと中頃から下降する

パターンVを合わせ，つまり遅くとも中頃から下降する

パターン（以下，ネガティブなパターン）には，7％か

ら16％の家族が属するが，聾児家族は少ない。パターン

皿は慢性的なストレス状況を示すが，午れに属する家族

．，は少ない。また．，T’ab’1e4に示されてい一るように，この

パターン皿に属する家族は初期から小学部入学前後の時

期まで小さいストレスを持つ場合が多く，文字通りの慢

性的ストレスを有している家族は4障害合わせて3家族

ぐらいである・むしろ，このパターンはポジティブな傾

向を示している。

　家族属性との関係の検討は，1セルが最低4になるよ

うに属性の階級を組み合わせ，パターンはポジティブな

パターンとネガティブなパターンを組み合わせ，カイ自

乗検査で行われた。肢体不自由児家族では，経済的地位

　　　　　　　　　　　　　　　　2間（中と下）に関係が認められ（X＝7．9，P＜．005），

ポジティブなパターンには経済的地位の低い家族が属す

ることが多い。精神薄弱児家族では，社会的地位問（上

　　　　　　　　　　　　　　　2と中・下）に関係が認められ（X－8．5，Pく．005），ポ

ジティブなパターンには社会的地位の低い家族が属する

ことが多い。盲児家族では経済的地位問（上・中と下）

　　　　　　　　　　2に関係が認められ（X＝5．27，P＜．025），経済的地位

の低い家族がポジティブなパターンをとることが多い。

聾児家族では，両親の平均年令問（IとI・皿）に関係

　　　　　　　2が認められ（X＝4．58，P＜．05），年令の低い家族がポ

ジティブなパターンをとることが多い。

　これらの関係の説明には多くのことが考えられるが，

推測の域にとどまる。例えば，両親の年令については，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6〕
祖父母や兄弟の有無と援助との関係（Sydney　H．C），

パターンと障害の種類との関係については，周辺障害
　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
（Margina1handicap）（Se1ma，W）から推測は可能

である。しかし，社会的，経済的地位とストレス回復に
ついては，一般的に得られている合意（Hi11，｛8らとは

全く逆の結果が，肢体不自由児と精神薄弱児及び盲児の

各家族に得られたことはどう説明されるのだろうか。十

分な説明ではないが，ひとつの説明として以下に示す。

社会的，経済的地位の低い家族が順調にストレスから回
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復する傾向は，Tab1e4によってさらに説明され得る。

Tab1e4は，「診断時頃」のストレスの大きさと各パタ

ーンに属する家族の分布との関係を示してい乱ポジテ

ィプなパターンに属する家族の多くは大きいストレスか

ら出発し，ネガティブなパターンに属する家族の多くは

小さいストレスから出発している。そして，この大きな

ストレスから出発する家族は，肢体不自由児と盲児の家

族では経済的地位の低いグループに入り（Fig．7），精

神薄弱児家族では社会的地位の低いグループに属してい

る（Fig．9）。但し，聾児家族では，出発後1年頃の両

親年令の高いグループにポジティブなパターンが現われ

る（Fig．6几ポジティブなパターンとネガティブなパ

ターンに属する家族の各々の小学部入学前後の頃の平均

ストレス得点を考慮して，Fig．10のような概念図が得

られる。これにより，盲児家族のポジティブなパターン

とネガティブなパターンは同じ回復レベルにあることが

分乱従って，盲児家族に関しては，ポジティブもしく

はネガティブという表現は正しくない。盲児家族のNが

少ないので，パターン1Vに属する家族がひとつもないこ

とが原因であるカ）もしれない。

4．障害児家族のソーシャル・ケースワーク

本研究を行う動機のひとは障害児家族へのソーシャル

・ケースワークの介入時期や時間の問題であった。Hi11

に始まったストレスにある家族のダイナミズムの研究が
ストレスの時問的推移を一般化し，C，p1、、，8o）に始ま

った危機介入の研究が介入の時期，期間を一般化してい

る。しかし，多くの障害児家族は，ナルコール中毒，貧

困，離婚，一時的病気，死亡といったストレス因子を持

つ家族と違って，完全に車い回復もしくはこれ以上悪化

しない解決に向うのは困難であるので，これらの一般的

理論を考え直す必要があるび6時期のストレス変化のパ

ターンは，Hi11のパターン（本研究のパターンIとパタ

ーンnに相当する）と必ずしも一致しない。およそ半数

の家族はこの理論を適用できない。従って，危機介入の
理論も適用できない。Wi11i，m　J．｛塔は，短期間の介

入を主張しているが，パターン㎜，パターンVに属する

家族の危機は短期介入では不十分であろう。また，Don－

naの言う「バランス保持要因」のある家族が危機を回

避するという理論図も，本研究でストレスに対抗する諸

資源の多い社会経済的地位にある家族がむしろ回復レベ
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Tab1e2 Fig．3～Fig．9についてのt検定の結果

診　　　　断　　　　時 3　　　　ケ　　　　月 1　　　　　　　　　年

属　　　性 階　　　級 肢体t値 精薄t値 盲　t　値 聾　t　値 肢体t値 精薄t値 盲　t　値 聾　t　値 肢体t値 精薄t値 盲　t　値 聾　t　値

免　疫　性 有　　と　無 ．84 ■ ’ ■ 1．18 ■ 一 ■ ．67 ■ ■ 1

家族構成 兄弟と1人子 1．04 ■ ‘ 一 ．35 ．64 一 ■ 一 ■ 一 1

家族構成 核家族と大家族 ’ 1．45 ■ ‘ ’ O．84 ’ 1．09 ■ 1 一 ■

I　　と　　1 ．66 一 （1と皿・㎜） （Iとn・皿） 一 ■ （Iと1・皿） （1と皿・皿） ‘ 1 （1と皿・㎜） （1と皿・皿）

両親年令 I　　と　　皿 ．52 1．97※※ 一 ’ ．58 1．63※ 一 ’ ■ 1．88※※ 一 1．80※※

n　　と　　皿 一 2．24※※※ L 1．95※ 一 1，65※

上　　と　　中 ■
．98 （上・中と下） 1 一 ．94 （上・中と下） 1．43 一 ．65 （上・中と下） 2．09※※※

経済的地位’ 上　ど　下’一 1．21 1．20 ■ ■ lL64※ ．90 一 1．42 1．05※※ ．64 ■ 2．02※※

中　　と　　下 ！．52※ 一 ■ 1．52※ ■ ■ ．85※ ■ ■

重　　と　　中 1．75※※ ’ （重と中・軽） （重と中・軽） lL80※※ ■
（重と中・軽） （重と中・軽） 1．84※※ ■ （重と中・軽） （重と中・軽）

障害程度 重　　と　軽 1．28 1 1．72※※ ■ 1．84※※ ■ 1．63※ 一 1．57※ ■ 1，95※※ 一

中　　と．軽 ．25 1 ．87 一 ．65 ■

上　　と　　中 ■ ■
（上・中と下） 1．52※ ’ 一

（上・中と下） 1．24 ’ 一 （上・中と下） ’

杜会的地位 上　　と　　下 1．91※※ 2．55※※※ ■ 一 1．65※ 2．28※※※ 一 一 1．38 1．99※※ ■ L
中　　と　　下、 1．85※※ 3．15※※※※ ’ 2．00※※ 2．85※※※※ ■ 1．19 2．44※※※ ■

2　　・　　3　　年 4　　・　　5　　年 入　　　　　　　　　一学

属　　　性 階　　　級 肢体t値 精薄t値 盲　t　値 聾　t　値 肢体t値 精薄t値 盲　t　値 聾　t　値 肢体t値 精薄t値 盲　t　値 聾　t　値

免　疫　性 有　　と　無 ’ 1．10 一 一 ■ 1，10 ’ ⊥ 一 1，38 一 一

家族構成 兄弟と1人子 1．20 一 ■
1．62※ ．98 ．55 ■ 2．20※※※ 1．00 ．71 1．43 2．87※※※※

家族構成 核家族と大家族 ．72 一 ’ ■
．80 ■ ■ L ．61

■ ■ L
I　　と　　皿 ．46 一

　　　、（Iと1・皿） （1と1・1皿） 一 一 （1と皿・皿） （1と皿・皿） 1．03 一 （1とn・皿） （1とn・皿）

両親年令 I　　と　　皿 ■ 2．06※※※ ■ 1．92※※ ．45 1．61※ 一 1．95※※ ■ 1．60※ 凸 3．04※※※

n　　と　　皿 ．50 1．64※ 1．15 1．21 ．44 1．27

上　　と　　中 ’ 一 （上・中と下） 2．15※※※ 一 一
（上・中と下） 1．99※※ 一 ■ （上・中と下） 2．31※※※

経済的地位 上　．と　下 1．68※※ 】 一 1．87※※ 1．10 ‘ 1．73※※ 1，89※※ 1．34 ■
1．64※ 2．57※※※

中　　と．下 1．33 ’ ・
．92

‘ ■ 1，26 ■ 1．57※

重　　と　　中 1．24 ■
（重と中・軽） （重と中・軽） 1，15 一

（重と中・軽） （重と中・軽） ’ ■
（重と中・軽） （重と中・軽）

障害程度 重　　と　軽 ．49 一 1．32 一 ■ 一 1．63※ ■ ■ ’ 1．46※ ■

中　　と　軽 ■ 一 一 一 ■

上　　と　　中 一 】 （上・中と下） □ ■ 一 （上・中と下） ■ L ■ （上・中と下） ■

杜会的地位 上　　と　　下 ．74 1．8！※※ i ■ ・ 2．09※※※ 一 一 ■ ！．39
■ 1．56※

中　　と　下 1I09 2．00※※ 血 ．25 2．18※※※ 一 ．29 1．45 1．26

※．1＜P＜．15， ※※P＜．1， ※※※P＜．05， ※※※※P＜．01
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Tab1e3　階級別パタ　ソ分布 数字は家族数，（ ）内は％

属性・階級 免 疫 性 家　族 構　成 家 族 構　成 両 親 年 令 経 済 的　地 位 障 害 程 度 杜 会　的　地 位

ノくターソ
計 有 無 兄　弟 1人子 核 家 大　家 I I

I
皿 上 中 下 重 度 中 度 軽 度 上 中 下

肢 体 32 （37） 8 （33） 24（39） 23（37） 9（39） 21（ 34） 11（45） 19 （40） 9 （34） 4（33） 8 （42） 8 （27） 16（43） 19 （42） 10 （32） 3（ 33） 6’

（26） 13（39） 13 （坐）

I
精 薄 43 （48） 14 （56） 29（46） 32（45） 11（6ユ） 33（ 50） 10（45） 17 （43） 11 （50） 15（55） 5 （27） 22 （52） 16（57） 20 （42） 13 （52） 10（ 62） 9 （47） 19（42） 15 （62）

盲 26 （49） 6 （42） 20（51） 21（51） 5（41） 14（ 40） 12（66） 19 （51） 6 （50） 1（25） 5 （71） 14 （42） 7（53） 19 （50） 6 （60） 1（ 20） 3 （50） 13（48） 10 （50）

聾 37 （55） 5 （50） 32（56） 24（48） 13（72） 25（ 54） 12（57） 22 （66） 10 （43） 5（45） 8 （61） 17 （62） 12（44） 24 （52） 11 （68） 2（ 40） 9 （69） 22（56） 6 （40）

肢 体 4 （4） 2（8） 2（3） 2（3） 2（8） 2（ 3） 2（8） 1（2） 2（7） 1（8） 0 （0） O（0） 4（10） 2（4） 2（6） 0（ 0） O （O） 2（6） 2 （ 6）

皿
▼

精 薄 3（3） 1（4） 2（3） 3（4） 0（0） 2（ 3） 1（4） 1（2） 1（4） 1（3） 2 （11） 0 （0） 1（3） 2（4） 1（4） 0（ 0） O（0） 2（4） 1 （ 4）

盲 3（5） O （0） 3（7） 2（4） 1（8） 3（ 8） O（O） 2（5） 1（8） 0（0） 1 （14） 2（6） 0（O） 3（7） 0 （O） O（ 0） 0 （0） 2（7） 1 （ 5）

聾 3（4） 0 （O） 3（5） 3（6） 0（0） 1（ 2） 2（9） 2 （6） 1（4） 0（0） 1（7） O（O） 2（7） 2（4） 1（6） 0（ 0） 0 （0） 2（5） 1 （ 6）

肢 体 8（9） 3 （12） 5（8） 7（11） 1（4） 7（ 11） 1（4） 3（6） 1（3） 4（33） 2 （10） 4 （13） 2（5） 4 （8） 4 （12） 0（ 0） 5 （21） 2（6） 1 （ 3）

皿→ 精 薄 5 （5） 1（4） 4（6） 5（7） 0（0） 4（ 6） 1（4） 2 （5） 1（4） 2（7） 0（0） 4 （9） 1（3） 2（4） 3 （12） 0（ 0） 2 （10） 2（4） 1 （ 4）

盲 1（1） O（0） ユ（・2） 1・（2） 0・（0）． 1．（ 2）、≡

0（0） O （O） 1（8） O（0・） 0一（ 0） 1・ （一3）一 0（0）
1’’（ 2）’ 0 （＝O）’’ 0一（ 0） 0’一（ 0） 0’（、0）・ 1・（ 5）

聾 1 （／） O （O） 1（1） 0（O） 1（5） 1（ 2） 0（O） 1（3） 0 （O） 0（O） 1（7） 0（0） 0（0） 0（0） 1（6） 0（ O） 0 （0） 1（2） O （ 0）

肢 体 8 （9） 2（8） 6（9） 4（6） 4（17） 7（ 11） 1（4） 3（6） 4 （15） 1（8） 2 （10） 3 （！0） 3（8） 5 （11） 2（6） 1（ 11） 3 （13） 4（12） 1 （ 3）

1
V
＼

精 薄 11 （12） 2 （8） 9（14） 9（12） 2（11） 7（ 10） 4（18） 4 （10） 3 （13） 4（14） 2 （11） 6 （14） 3（10） 10 （21） O （0） 1（ 6） 4 （21） 6（13） 1 （ 4）

盲 0（0） 0 （0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（ 0） 0（0） 0 （0） 0 （0） O（O） 0 （0） 0（0） 0（0） 0 （0） 0 （0） 0（ 0） 0 （0） O（O） 0 （ 0）

聾 3 （4） 1 （10） 2（3） 3（6） O（0） 2（ 4） 1（4） 0 （0） 3 （13） O（0） 0 （0） 1（3） 2（7）
2
，

（4） 0 （0） 1（ 20） O （0） 1（2） 2 （13）

肢 体 6 （7） 4 （16） 2（3） 6（9） 0（0） 3（ 4） 3（12） 3（6） 1（3） 2（16） 1（5） ユ （3） 4（10） 1（2） 5 （16） 0（ 0） 1（4） 2（6） 3 （10）

精 薄 2（2） 0 （0） 2（3） 2（2） O（0） 2（ 3） 0（0） 2 （5） 0 （O） O（O） 1（5） 0 （0） 1（3） 1（2） O （O） 1（ 6） 0 （0） 1（2） 1 （ 4）

V
∴

盲 4 （7） 1（7） 3（7） 3（7） 1（8） 4（ 11） O（0） 2（5） 2 （16） O（O） 0 （0） 2（6） 2（15） 1（2） 2 （20） 1（ 20） O （0） 2（7） 2 （10）

聾 0 （0） 0（O） 0（0） 0（O） 0（0） 0（ 0） 0（0） 0 （0） O （0） 0（0） O （O） 0 （0） 0（0） 0（0） 0 （0） 0（ 0） 0 （ 0）． 0（O） 0 （ 0）

肢 体 27 （31） 5 （20） 22（36） 20（32） 7（30） 21（ 34） 6（25） 18 （38） 9 （34） 0（0） 6 （31） 13 （44） 8（21） 14 （31） 8 （25） 5（ 55） 8 （34） 10（30） 9 （31）

精 薄 24 （27） 7 （28） 17（26） 19（27） 5（27） 18（ 27） 6（27） 13 （33） 6 （27） 5（18） 8 （44） 10 （23） 6（21） 12 （25） 8 （32） 4（ 25） 4 （21） 15（33） 5 （20）

その他
盲 19 （35） 7 （50） 12（30） 14（34） 5（41） 13（ 37） 6（33） 14 （37） 2 （16） 3（75） 1 （14） 14 （42） 4（30） 14 （36） 2 （20） 3（ 60） 3 （50） 10（37） 6 （30）

聾 23 （34） 4 （40） 19（33） 19（38） 4（22） 17（ 36） 6（28） 8 （24） 9 （39） 6（54） 3 （23） 9 （33） 11（40） 18 （39） 3 （18） 2（ 40） 4 （30） 13（33） 6 （40）

肢 体 85 （97） 24 （97） 61（98） 60（98） 23（98） 61（ 97） 24（98） 47 （98） 26 （96） 12（98） 19 （98） 29 （97） 37（97） 45 （98） 31 （97） 9（ 97） 23 （98） 33（99） 29 （97）

精 薄 88 （97） 25 （100） 63（98） 70（97） 18（99） 66（ 99） 22（98） 39 （98） 22 （98） 27（97） 18 （98） 42 （98） 28（97） 47 （98） 25 （100） 16（ 99） 19 （99） 45（98） 24 （98）

合　　計
盲 53 （97） 14 （99） 39（97） 41（98） 12（98） 35（ 98） 18（99） 37 （98） 12 （98） 4（100） 7 （99） 33 （99） 13（98） 38 （97） 10 （100） 5 （100） 6 （100） 27（99） 20 （100）

聾 67 （9I3） 10 （100） 57（88） 49（98） 18（99） 46（ 98） 21（98） 33 （99） 23 （99） 11（99） 13 （98） 27 （98） 27（98） 46 （99） 16 （98） 5 （100） 13 （99） 39（98） 15 （99）
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Fig．10 ストレスの時間的推移パターンの概念図

ルを低く示すという結果を説明できない。

　障害児家族gソーシャル・ケースワークは長期介入が

必要である・また，ソーシャル・ケースワークが欧米の

ようにさかんでない我国の障害児家族に対して，欧米の

家族や親族の人問関係と違って我国のその人問関係はソ

ーシャル・ケースワークの代わりをするという主張は，

パターン1皿．パターンV，特にパターンlV，そして多く

の障害児家族の属する「その他」のグループを考えれば

正当ではない。

w　結　論

　障害児の出生がその家族に与えるストレスの内容は主

に心理的なストレスと家族の内部や外部での相互行為に

よるストレスから構成されてい乱ストレスの大きさは，

肢体不自由児家族では障害の程度，経済的地位，社会的

地位の相違により有意差を示し，精神薄弱児家族では両
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Tab1e4　診断時頃のストレスの大きさとパターンとの比較 数字は家族数

Iノ 皿㌧ノ M＼、． V（ 皿→ その他
肢 精 盲 聾 肢 精 盲 聾 肢 精 盲 聾’ 肢 精 盲 聾 肢 精 盲 聾 肢 精 盲 聾

O～一0．9 2
～一1．4 1 1 2 1
～一1．9 1 1 1 1 1
～一2．4 1 1 2 1 1 1

一一2．9 1 1 1 1 1 ．2 2 1
～一3．4 2 1 2 1 2 1 2
～一3．9 1 3． 1 2 2
～一4．4 3 1 1 1 1 1 3 1 1
～一4．9 2 1 1 1 1 2 1
～一5．4一 1 2 1 1 2 4
’～一5．9 2 3 2 ■3 1 1 1’ 1・ 2 1 2 2
～一6．4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1
～一6．9 4 2 1 1 1 3 1 1 ’

1 3
～一7．4 3I 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2
～一7．9 3 1 1 1 1 1
～一8．4 1 3 3 1。 1 1

一～一8．9 1 3 1 4 2 2 1 1
～一9．4 2 1 4・ 1 1 1 1 1
～一9．9 2 1 1 1 1 1 1 3
～一10．4・ 1 2 1 1 2
’～一0．9 2 2 1 1 1
～一11．4 2 3 2 1 1 1
～一11．9 1 2 3 1 1
～一12．4 2 1 3 2
～一12．9 3 1 1 2
～一13．4 1 3 1 1
～一13．9 1 1 1 1 1
～一14．4、

～一14．9 2 1 1 2 1
～一15．4 1 2 1
～一15．9 2

1
一

～一16．4 1
一16．5～ 1 1 2 1’ 1
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親の年令，経済的地位，社会的地位により有意差を示し，

盲児家族では経済的地位と障害の程度に，聾児家族では

家族構成（子供の数）に有意差を示した。

　ストレスの時商的推移パターンについては，肢体不自

由児家族と精神薄弱児家族では社全経済的地位の低い家

族は上昇するパターンをとることが比較的多く，経済的

地位の高い盲児家族と両親年令の高い聾児家族が上昇す

るパターンをとることが比較的多い。

　我国の障害児家族へのソーシャル・ケースワークを促

進させる必要があると同時に・従来のケースワ丁」クの理

論内容や介入時期・期間はさらに検討されるべきである。

要　約

　障害岬の出生が，その家族に与えるストレス｛障害の

診断時頃から小学校入学頃までのストレス）の内容と時

問的推移パターンについて，因子分析から作成した8個

の因子（20のストレス測定項目カ）ら成る）と家族の属性

を判定するための13の項目から構成されるアンケート用

紙に，東京都と12の県に居住する家族（主に母親）293

（肢体不自由児家族85，精神薄弱児家族88，盲児家族53，

聾児家族67）に遡及的に回答してもらった。肢体不自由

児家族についてはユ978年に，他の障害児家族については

1979年に調査をした。　1部を除き，ストレスを測る項

目の選択肢は4つあり，Oカ｛ら一3（最大ストレス）の

衛点がつけられ，各因子別の平均値でストレスの大きさ

が得られ和

　ストレスの内容は心理的ストレスの因子（混乱，悲観，

罪，不安，意識の変数）と家族内・外の相互行為の因子

（健康，夫婦関係，役割関係，親子関係，結束，社会参

加，レクリェーション，恥，偏見，移動などの変数）か

ら主に構成されていることが分かっれ

　ストレスの大きさの相違は，障害の種類については明

確な結果を示さなかったが，家族の属性については現わ

れた。肢体不自由児家族では障害の程度，経済的地位，

社会的地位に関して，精神薄弱児家族では両親年令，社

会的地位に関して，盲児家族では経済的地位と障害の程

度に関して，聾児家族では子供の数に関して，ストレス

の大きさの有意差が認められた。

　ストレスの時期的推移パターンについては，上昇する

パターンは初期に大きなストレスを示す家族に多く，肢

体不自由児家族と精神薄弱児家族及び盲家族は社会的あ

るいは経済的地位の低い家族が，聾児家族では両親年令

の高い家族がこのパターンを示すことが多い。

　障害児家族へのソーシャル・ケースワーク介入は，従

来のその理論通りに行われるべきではなく，検討される

べきである。
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S UMMAR Y 

A S'Ludy on StresS Of Family with a Physically Handicapped Child 

Four groups of families by type Of handicap 

ATSUO HASHIMOTO 

In 1978 and 1979, a questionnaire to assess a family stress caused by a 

handicapped child s birth ahd to assess family attributes was answored by 

mothers living in TOKYO and 12 prefectures. It was composed of 20 items 

'( far･ st,ress) under 8 factors out of V__a.rimax _rot･ated .fac,tor. matrix~,.and 13 

items (for attributes). Each of 20 items for stress weighs O(no stress) 

to -3(the highest stress). 8 f.actors were named psychological stress, 

f~Lmi,1y interactional stress(a), (b), family transactional stress(a), (b), (c), 

econorilicail stress, and general stress. Each of them was scored by its 

items average weight. Families were devided into four groups:families 

with a crippled child, those with a mentally retarded child, those with a 

blind child, and those with a deaf child. 

The total stress (by all of 8 factors) per family through 6 periods(from 

a period around the first diagnosis of a child's handicap to a period of his 

elementary schooling) has a tendency to decrease for the four groups of 

families. But only psychological stress was severe and decreased for fami-

lies with a crippled child and families with a m~ntaHy retarded child. 

Psychological stress and family transactional stress(b) were severe and 

decreased for families with a blind child and families with a deaf child. 

Severity of stress of families with a crippled, child has statistically 

significant relationships with severity of a child's handicap, economic 

status and social st~tus. That of farnilies with a mentally retarded c. hild 

has statistically significant relationships with parents age and social 

status. That of families with a blind child with severity of a childls 

handicap and economic status. That of families with a deaf child with the 

number of a familyts children. 

Time sequence of stress through 6 ~eriods were devided into two patter-

ns : positive pattern (decreasing-stress pattern) and negative pattern 
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( increasing-stress pattern or other patterns). Families who indicated 

severer stress at early periods often took positive pattern :families with 

~ crippled child in social and economic low status, families with a mentaT 

lly retarded child in social low status, families with a blind child in 

economic high status and familis with a deaf child of older parents. 

About 50 70 of dur families are not subject to Hill's pattern(1958), and 

families possessing some positive properties suggested by him(about 1570-

3070 of our families) are not immune against their stress. The period and 

term for intervention planned byrcrisis theoryJ-suggested by Caplan, G and 

his followers are not valid for farniles indicating negative pattern (about 

5070 of our farnilies), especially for families,with two or more crises for 

a long term. 
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